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小規模保育施設の閉所について 

 

１ 経緯 

  区内で小規模保育施設２施設を運営する設置者から、当該施設の閉所につ 

いて申し出があった。 

 事業廃止の理由、在籍児童の措置、待機児童対策への影響などを総合的に 

勘案し、区として、当該設置者からの申請を承認した上で、令和５年４月末を 

もって閉所するものである。 

 

２ 閉所施設 

閉所施設名 THREE STAR NURSERY 

目黒青葉台園 

THREE STAR NURSERY 

八雲園 

開設日 平成２７年４月１日 平成２８年４月１日 

事業の種類 小規模保育事業 Ａ型 

住所 青葉台３－１０－９ 

ＶＯＲＴ青葉台１階 

八雲１－１２－９ 

ヴォワリエ都立大学１階 

閉所日 令和５年４月３０日 

設置者 STAR.C株式会社 

 

３ 定員と在籍児童 

（１）THREE STAR NURSERY目黒青葉台園 

区分 ０歳児 １歳児 ２歳児 合計 

定員 ４人 ４人 ４人 １２人 

在籍児童数 ０人 ３人 

（１人） 

１人 

（１人） 

４人 

（２）THREE STAR NURSERY八雲園 

区分 ０歳児 １歳児 ２歳児 合計 

定員 ４人 ４人 ４人 １２人 

在籍児童数 １人 

（１人） 

４人 

（２人） 

０人 ５人 

   ※なお、在籍児童数のうち、「（ ）」内の人数は、令和５年４月の新規入 

所内定者の人数である。 

 

文 教 ・ 子 ど も 委 員 会 資 料 

令 和 ５ 年 ４ 月 １ ２ 日 

子 育 て 支 援 部 保 育 計 画 課 



2 

 

 

４ 閉園の理由 

令和３年度から入園児が減少したことにより運営の継続が難しくなり、今 

 後の保育需要など、採算性も含めた総合的な検討を行った結果、閉園を行うも 

のである。 

 

５ 在籍児及び新規入所内定者の措置 

  すべての在籍児及び新規入所内定者について、第２次利用調整後、空きのあ 

 る園のうち、希望する園への転所による処遇を確保した。 

転所の時期については、個別の事情を勘案し、４月又は５月としている。 

 

６ 財産の処分 

当該施設の開設に当たっては、各施設で東京都の整備費補助（１５，０００

千円）を活用している。 

事業施設の耐用年数等を勘案し、今後、補助の一部を東京都へ返還していく 

予定である。 

 

以          上 
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位 置 図 

 

 

THREE STAR NURSERY目黒青葉台園 

 
 

 

THREE STAR NURSERY八雲園 
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